
社会科公民資料

令和７年度版（中学生用）

私たちのくらしと税金

栃木県租税教育推進協議会

役割を理解しよう役割を理解しよう

税の意義や税の意義や

税の種類やしくみとは？ ・・・・・・１

身近な税金の使いみちは？ ・・・・・２

国民の義務としての納税 ・・・・・・５

財政の役割とは？ ・・・・・・・・・６

国や地方の財政の現状は？ ・・・・・・・・・７

これからの社会と税の負担はどうなるの？ ・・８

持続可能な社会保障制度の構築とは？ ・・・・９

みんなで考えてみよう！ ・・・・・・・・・・10

目 次

栃木県子ども総合科学館ロケット「とちぎ未来号」

芳賀・宇都宮LRT（ライトライン）

一般国道408号宇都宮高根沢バイパス野髙谷立体



税金を負担する人が、直接、
国や地方公共団体に納める税金

実質的に税金を負担
する人と、それを納め
る人が異なる税金

現在日本には、約50種類の税があります。

会社などで働いてい
る人は、給料から差し
引かれます。差し引か
れた税金は会社などが
まとめて納めます。
農業をしている人や
商売をしている人は、
自分の税金の額を計算
して納めます。

会社も税金の額を
計算して納めます。

車を所有している
人が納めます。

土地や建物を
取得した人が納
めます。

土地や建物を
所有している人
が納めます。

私たち住民が
住んでいる市町
村に納めます。

買い物をしたとき
に支払った消費税は、
お店などがまとめて
納めます。

消費税10％の
うち、7.8％分が
国税、2.2％分は
地方消費税として
納めます。

温泉に入ったと
きに支払った入湯
税は施設がまとめ
て納めます。

消
費
者

国
税

地
方
税

間接税直接税

所得税所得税

法人税法人税

消費税消費税

自動車税(種別割)自動車税(種別割)

道府県民税道府県民税 不動産取得税不動産取得税

私たち住民が
住んでいる道府
県に納めます。

地方消費税地方消費税

道府県税

市町村民税市町村民税 固定資産税固定資産税 入湯税入湯税

軽自動車税軽自動車税

軽自動車を所有している
人が納めます。

お
店

税
務
署

市町村税

１年間に国に
納められる税金

約77兆8,190億円
（令和７年度当初）

１年間に栃木県に
納められる税金

約2,730億円
（令和７年度当初）

１年間に栃木県内の
市町に納められる税金

約3,295億円
（令和７年度当初）

※道府県民税と市町村
民税をあわせて、一般
に「住民税」と呼ばれ
ています。

国や地方公共団体では、私たちが健康で文化的な生活を送るために、個人ではできない
さまざまな仕事を行います。これらの仕事をするためには多くの費用（財源）が必要であ
り、そのために「税金」という形で国民が負担しています。
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子どもを産み育てやすい
ようにするために、保育所
や認定こども園などを造り
ます。

かかったお金の一部には、
税金が使われています。

子育て

教 育

国民すべてが平等に教育を受けられるように、みなさんが学校で使って
いる教科書、机、イスの購入や、校舎の建設や修理も、多くの人が納めた
税金によりまかなわれています。

公立学校の児童・生徒
一人あたりの年間（月）教育費

学校の校舎等にかかる費用

校舎や体育施設の建設のための
費用として1年間に約732億円が
使われます。
（令和６年度予算）

児童生徒が使用する教科書を無
償配布するための費用として1年
間に約471億円が使われます。
（令和６年度予算）

（令和４年度）

約941,000円
１か月あたり
約78,400円

約1,127,000円
１か月あたり
約93,900円

約1,086,000円
１か月あたり
約90,500円

１日あたり
約5,430円 佐野市立あそ野学園

義務教育学校（校舎）
那須塩原市立

黒磯中学校（体育館）
※ １日あたりの金額は年間登校日数を年間２00日として計算しています。

社会保障

私たちが納めた税金のうち、一番多く使われ
ているのは「社会保障」にかかるものです。

「社会保障」とは、私たちが安心して生活し
ていくために必要な「医療」「年金」「介護」
「子育て」などの公的サービスのことをいいま
す。

（提供：東京都）

老後も安心して暮らしてい
くために国から受け取るお金
（年金）の一部には、税金が
使われています。

年 金
かぜを引いたり、けがを

したりして病院で手当てを
してもらうと、お金がかか
ります。
かかったお金の一部には、

税金が使われています。

医 療

介護サービスを利用した
ときにかかるお金の一部に
は、税金が使われています。

介 護
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消防学校での訓練
ドクターヘリと消防隊員とが連携した救助・救急搬送訓練
（提供：下野新聞社 平成２９年９月２１日下野新聞掲載）

住民の安全を
守るために

もし、税金がなくなって、火事や事故にあっても、消防車や救急車、
警察官が来てくれないと大変です。

税金は、犯罪の防止や社会の安全と秩序の維持など、私たちの生命・
身体・財産を守ってくれる仕事にも使われています。

警察や消防に
使われる税金

国民一人あたり
(1年間)

約43,792円
(令和５年度)

便利で豊かな
暮らしのために

地域の安全を守る警察官

生活を便利にしてくれる道路や橋、様々な知識を与えてくれる美術
館や図書館など、公共施設といってもいろいろあります。

これらを造るにはたくさんのお金がかかり、ここにも税金が生かさ
れています。

国道４0８号 真岡南バイパス（真岡市）

総合運動公園 カンセキスタジアムとちぎ（宇都宮市）

植林ボランティアの様子
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交通関係
４5,９６６件

県内の１１0番の事案別有効受理件数
（令和６年）

続報
１９,１６5件

各種情報
１5,９２３件

要望苦情
１６,８９８件

刑法犯関係
７,３0８件

保護・救護
７,２１１件

けんか・口論
5,９９１件

各種照会
４,0３３件

その他 １３,７0１件

総数
136,196
件



健康で快適な
暮らしのために

私たちが快適に暮らせるように、ゴミの収集や処理にも税金が使わ
れています。

また、健康な生活をおくるための健康診断や予防接種、高齢者が安
心して豊かに暮らせるための施設やサービスなどの事業にかかる費用
にも、税金が使われています。

医療費に使われる税金
国民一人あたり

(1年間)

約141,530円
(令和４年度)

災害復旧の
ために

平成２３年３月の宮城県沖を震源とした東日本大震災や、平成２７年９
月の関東・東北豪雨災害、令和元年の東日本台風の復旧や復興のために
も税金は使われています。

令和元年東日本台風による災害復旧事業（那須烏山市）平成２７年９月関東・東北豪雨災害時の救助活動（茨城県常総市）
（提供：陸上自衛隊北宇都宮駐屯地）

ゴミ処理費用に
かかる税金

国民一人あたり
(1年間)

約20,910円
(令和５年度)

災害時

復旧後
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栃木県議会の様子

◆国民の義務
税は、国を維持し、発展させていくために欠かせないものです。そのため憲法では、税を納

めること（納税）を国民の義務と定めています。
この納税の義務は、勤労の義務、普通教育を受けさせる義務と並んで国民の三大義務の１つ

とされています。

◆国民主権のもとでの税
税は、国や地方公共団体が公共サービスを行うのに必要な費用をまかなうために、国民に負担

を求めるものです。
民主主義国家である日本では、これらの税に関する法律は国会によって定められます。つまり、

税は国民の代表である国会議員により、国会でのみ決定されるのです。
これが税についての民主主義の基本原則です。
地方公共団体の税金である地方税についても同様です。地方税法という法律や、地方公共団体

の議会が定める条例で、そのしくみが決められています。

日本国憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ（負う）。」

日本国憲法第84条
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律
の定める条件によることを必要とする。」

納税勤労教育

税に関する法律や税の
使いみちについて話し
合っているんだよね。

国民として税金
について考える
ことが大切だね。
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所得の
多い人

所得の
少ない人

◆所得の不均衡をなおす
日本の所得税などでは、所得が多くなるほど税

負担が大きくなる累進課税制度が採られています。
また、歳出面では社会保障の支出を通じて、所得
の少ない人の生活を助けています。このように、
財政には国民間の所得の開きを縮める働きがあり
ます。

◆公共サービス・公共施設を提供する
財政とは国や地方公共団体の経済活動のことで、そのために必要

なお金は税金として集められています。私たちが納める税金は、公
共サービスや公共施設に形を変えて、生活のさまざまな場面で役
立っています。

◆景気を調整する
会社や個人の所得が増える好景気のときに

は、税負担が増えて、景気の過熱にブレーキ
をかけます。

不景気のときには、税負担が減って、景気
の落ち込みをゆるめます。また、歳出面では、
公共事業を増やすなどして景気を良くするこ
ともできます。

景気が良いとき 景気が悪いとき

会社や個人の
収入が増える

税の負担が
増える

会社や個人の
収入が減る

税の負担が
減る

税には景気の
変動をゆるや
かにする働き
があるよ。景

気
の
過
熱
に

ブ
レ
ー
キ
が
か
か
る

景
気
を
良
く
す
る
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累進課税制度は、所得が多いほど税率が高くなる税金のしくみで、日本では、所得税の
ほか相続税や贈与税もこのしくみです。この制度は、支払い能力に応じて税金を負担して
もらおうとするものです。
これとは逆に、消費税のように税率が一定の税金もあります。

例えば、夫婦と子ども２人（うち１人は１６歳：１人は２0歳）の勤め人の所得税（令和６年分、
復興特別所得税を含む）は・・・

※令和６年分の所得税の定額減税は加味していません。



◆国の財政（令和７年度当初予算）

国の予算の使い方は国会で決められます。
私たちが、より豊かで安心して生活できる社

会となるような方面に、多く支出されています。
「国債費」は、国債の元本の返済、利子の支

払いなどの費用であり、歳出のうち24.5％と高
い割合になっています。

歳出の内訳

１【教育費】教育のために
２【商工費】商工業の発展のために
３【民生費】福祉の充実のために
４【土木費】道路の整備やまちづくりのために
５【衛生費】健康で快適な生活や環境をつくるために

６【警察費】生活を守るために
７【総務費】市町の振興などのために
８【農林水産業費】農林水産業の発展のために
９【災害復旧費】災害時の復旧・復興のために
10【公債費】県債の返済のために

歳出
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公債金収入
２８兆６,４７１億円
２４.９％

租税及び印紙収入
７７兆８,１９0億円

６７.６％

その他収入
８兆７,３１８億円
７.６％

特例公債
２１兆８,5６１億円
１９.0％

建設公債
６兆７,９１0億円
5.９％

所得税
２２兆６,６６0億円
１９.７％

法人税
１９兆２,４50億円
１６.７％

消費税
２４兆９,0８0億円
２１.６％

その他
１１兆円
９.5％

歳入

歳出

国債費
２８兆２,１７９億円

２４.5％
社会保障

３８兆２,９３８億円
３３.２％

文教及び科学振興
5兆６,5６0億円

４.９％

公共事業
６兆８5８億円
5.３％

防衛
８兆６,６９１億円

７.5％

地方交付税交付金等
１８兆８,７２８億円
１６.４％

その他
９兆４,0２5億円

８.２％

◆栃木県の財政（令和７年度当初予算）
令和７年度の栃木県歳入予算額は、 ９,２４２億
円です。そのうち県税収入は２,７３0億円で、予
算額の２９.5％を占め、県の財源として重要な
役割を担っています。

令和７年度の歳入は約115.2兆円です。
この歳入の67.6％が租税及び印紙収入でまか

なわれていますが、残りのうち、約28.6兆円
（24.9％）は公債金収入に依存しています。

公債金となる国債は元本の返済や利子の支払
いなどの負担を将来の世代に残すことから、国
債に依存するわが国の財政を改善することが、
大きな課題となっています。

歳入の内訳

（注） 計数については、それぞれ四捨五⼊によってい
るので、端数において合計とは合致しないものがある。

一般財源
5,９７5億円
６４.６％

特定財源
３,２６７億円
３5.４％

県税
２,７３0億円
２９.5％

地方交付税
１,5１0億円
１６.３％

その他
１,７３5億円
１８.８％

県債
5９２億円
６.４％

国庫支出金
９5６億円
１0.４％

諸収入
１,３９１億円
１5.0％

その他 ３２８億円 ３.６％

歳入総額
９,２４２
億円

教育費
１,８８２億円
２0.４％

商工費
１,２９0億円
１４.0％

民生費
１,１６９億円
１２.６％土木費

７６８億円
８.３％

衛生費
６７２億円
７.３％警察費

４７９億円
5.２％

総務費
４２９億円
４.６％

農林水産業費
３６６億円
４.0％

災害復旧費
２６億円
0.３％

公債費
９９９億円
１0.８％

その他
１,１６２億円
１２.5％

歳出総額
９,２４２
億円



◆社会の高齢化

◆社会保障の充実と税負担

少子高齢社会の問題の１つは社会保障の費用が増えていく
ことであり、もう１つはその費用を負担する働き手が減って
いくことです。

高齢化の進展に伴い、社会保障にかかる費用が急激に増加
する中で、社会保険料収入だけで賄おうとすると働く現役世
代に負担が集中してしまうため、税金や国債発行（借金）と
いった公費でも負担しています。これを賄う財源を確保でき
ないため、給付と負担のバランス（社会保障制度の持続可能
性）が損なわれ、将来世代に負担を先送りしています。

日本は、他国に類を見ない速度で高齢化が進んでいます。

今後、高齢化はさらに進展し、2025年にいわゆる「団塊の

世代」の全員が後期高齢者である75歳以上になります。75

歳以上になると、１人当たりの医療や介護の費用は急増し

ます。

さらに、これまでの推計よりも相当程度早く少子化が進

行しており、社会保障制度の支え手である現役世代の人口

が減少し負担がより重くなることが見込まれます。

※「団塊の世代」とは、出生率の高かった昭和22年から昭
和24年に生まれた世代

◆財政構造の変化と税負担
1990年度と現在の歳出を比べてみると、社会保障関係費や国債費が大きく増加しています。特に社

会保障は、年金、医療、介護、こども・子育てなどの分野に分けられ、国の一般会計歳出の約１／３

を占める最大の支出項目となっています。

歳出の増加に対し歳入は、経済成長の停滞などが影響して税収の伸びが見合っておらず、不足分を

借金に頼っているため、公債金は大幅に増加しています。

20～64歳人口の65歳以上人口に対する比率8

税収などの収入
60.6兆円

税収などの収入
86.6兆円

+25.9兆円

公債金（借金）

28.6兆円

1990年度
66.2兆円

2025年度
（令和７年度）

115.2兆円

+23.1兆円

公債金（借金）

5.6兆円

歳入

1990年度
66.2兆円

2025年度
（令和７年度）

115.2兆円

公共事業、教育、

防衛など

29.8兆円+4.8兆円

+49.0兆円

+26.7兆円

+3.6兆円

+13.9兆円

社会保障11.6兆円

地方交付税

交付金等15.3兆円

国債費
（過去の借金の

返済と利息）

28.2兆円

地方交付税

交付金等18.9兆円

国債費
（過去の借金の返済と利息）

14.3兆円

社会保障

38.3兆円

公共事業、教育、

防衛など

25.1兆円

歳出



◆消費税率の引き上げと使いみち
消費税の標準税率は、令和元年10月から10％（消費税7．8％、地方消費税2．2％）になりました。

消費税率の引き上げによる増収分は、すべて社会保障の財源とされ、社会保障制度を安定させ、さ

らに充実するために使用されています。

少子高齢化が進んでも、世代を問わず一人ひとりが安心して暮らせる社会を実現するために、消費

税率の引き上げが実施されたのです。

なぜ、消費税が選ばれたの？

●景気や人口構成の変化に左右されにくく、税収が安定している
●働く世代など特定の人に負担が集中することなく、経済活動に中立的
●高い財源調達力がある

社会保障の財源を
調達する手段として
ふさわしい税金です。
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◆受益と負担のバランス

日本の社会保障を主要先進国と比較すると、

国民の受益（社会保障支出）に比べて国民の

負担（税金と社会保険料）の水準は低いです。

高齢化が進行する中での社会保障支出と国

民の負担のバランスについては、引き続き、

国民全体で話し合っていくことが必要です。

皆さんも、受益と負担のバランスを今後ど

うしていくか、考えてみましょう。

大きい政府
（高福祉・高負担）

公的サービスの水準は
高くなりますが、その分、
国民の負担も大きくな
ります。

小さい政府
（低福祉・低負担）

公的サービスの水準は
低くなりますが、その分、
国民の負担も小さくな
ります。

平成26年3月31日まで

消費税率

５％

消費税 ４％
地方消費税 １％

平成26年4月１日から

消費税率

８％

消費税 ６．３％
地方消費税 １．７％

令和元年10月1日から

消費税率（標準）

１０％

消費税 ７．８％
地方消費税 ２．２％



『公平』な負担については様々な考え方がありますが、１つの方法では

完全な『公平』にならないのです。

税金も１つの方法で課税したのでは、完全な『公平』にはなりません。

税負担の『公平』を確保するために、税の性格に応じた適切な課税方法を

採用して、所得課税、消費課税、資産課税等をバランスよく組み合わせる

という工夫が行われています。

校庭に冷たい水が飲める給水設備を設置すること

になりました。設置費用は部活動ごとに出しあって

負担することになりましたが、どのように負担した

らよいでしょうか。

なお、設置費用は10万円で、部活動ごとに部費、

校庭の利用頻度は異なります。

税の分類には、「何に対して課税するか」によって次の３つに分類する方法があります。
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分類 説明 税金の例

所得課税 個人や会社の所得（収入から経費などを引いたもの）に対する課税 所得税、法人税、住民税など

消費課税 物品の消費やサービスの提供などに対する課税 消費税、酒税、たばこ税など

資産課税等 資産・財産に対する課税 相続税、固定資産税など

部活動名 部費(年間) 利用頻度 負担する額

野球部 20万円 週５日

サッカー部 10万円 週５日

バスケ部 20万円 週１日

美術部 ５万円 週０日

（考え方①）４つの部活動で均等に割って負担する。

（考え方②）部費の多い部活動は多く負担し、部費の少ない部活動は少なく負担する。

（考え方③）利用頻度の多い部活動は多く負担し、少ない部活動は少なく負担する。

そのほかにどんな考え方があるか話し合ってみましょう！

（まず各部の人数は同じとして考えてみましょう。もし人数が違う場合はどう考えたらいいでしょうか。）

◆「公平」に負担するってどういうこと？



「『公平』に負担するってどういうこと？」(Ｐ10）の原案作成にあたり以下の方々にご協力いただきました。
令和６年度栃木県行政職インターンシップ参加学生
黒川 大輔さん、佐藤 寛高さん、増田 壮真さん

調べてみよう！身近な情報。
・とちぎの情報は……栃木県 https://www.pref.tochigi.lg.jp

・税 の 情 報 は……国税庁 https://www.nta.go.jp

栃木県租税教育推進協議会
【問い合わせ先】
宇 都 宮 税 務 署
028(621)2151 宇都宮市昭和2-1-7

栃木県経営管理部税務課
028(623)2101 宇都宮市塙田1-1-20
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